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農業委員会総会議事録 

 

第１１回農業委員会 

 

１．開会日時  令和２年２月２８日（金）午前９時３０分 

 

２．閉会日時  令和２年２月２８日（金）午前１０時１５分 

 

３．場  所  豊山町役場 ３階 会議室３・４ 

 

４．出席者 

委員（全１６人中１５人出席） 

出席者   

 １番 柴田勝美 ９番 河村春樹 

 ２番 林 弘子 １０番 河村秋雄 

 ３番 伊藤  博 １１番 坪井敏彦 

 ４番 岡島一雄 １２番 尾野康雄 

 ５番 戸田昌代 １３番 安藤丁士 

 ６番 尾野正幸 １４番 河村活敏 

 ７番 坪井邦夫 １５番 安藤茂市 

 ８番 河村正典  
 

欠席者  １６番 坪井佳雅理  

 

 

事務局 ２名 

  事務局長  早川 建設課長 

  事務局員  柴田 主任  
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５．会議日程 

① 開  会 

② 会長挨拶 

③ 議事録署名者選出 

④ 議案 

（１） 下限面積の決定・公表について 

⑤ 報告事項 

（１）農地法第３条届出受理状況について 

（２）農地法第５条届出受理状況について 

 ⑥ その他 

 

６．配布資料 

 ①資料１ 下限面積の設定について 

 ②資料２ 農地法第３条関係（届出） 

 ③資料３ 農地法第５条関係（届出） 

 

７．議事内容 

【開会】 

事務局長 

本日は、お忙しい中、農業委員会に参集していただきましてありが

とうございます。 

定刻になりましたので只今より令和元年度第１１回豊山町農業委員

会総会を開催いたします。資料は事前に郵送したもののみでございま

す。ご確認ください。また、新型コロナウイルスが流行しております

ので、本日はマスク着用でお願いしております。よろしくお願いしま

す。 

それでは、会長よりごあいさつ申し上げます。  

 

安藤会長 

おはようございます。ご案内のように新型コロナウイルスが流行し

ており、国も対策に追われております。特に不特定多数の人が集まる

イベントについては、概ね２週間自粛してもらいたいという話であり
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ます。また、昨日の夕方には学校が１か月ほど休校になるという話も

ありました。特に私たち高齢者は注意が必要であり、慎重な行動が大

切です。秋以降、増税や暖冬、ウイルスなどにより消費活動も停滞し

ており、この先どうなるのであろうかという不安もありますが、ウイ

ルスについては一日も早く治療方法が見つかると良いと思います。余

談が長くなり恐縮ですが、今年はオリンピックの年であります。７月

２４日が開会ですが、このままの状況では開会できるかも不安であり

ます。農業委員会につきましては、特別な変化もなく推移しておりま

す。 

 

【出席人数確認】 

安藤会長 

まず出席者ですが、坪井佳雅理委員から欠席の連絡をいただいてお

り、農業委員１６名中、現在出席者１５名で定足数に達しております

ので、ただ今から農業委員会総会を開会します。  

 

【議事録署名者指名】 

事務局 

議事録署名者を指名いたします。 

１３番 安藤丁士委員と１４番 河村活敏委員を議事録署名者に指

名しますのでよろしくお願いいたします。  

 

【議  案】 

安藤会長 

本日の議案は１件です。それでは、議案について、事務局の説明を

求めます。 

 

事務局 

それでは資料１  議案第１２号  「下限面積の決定・公表につい

て」をご説明申し上げます。 
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【下限面積の決定･公表について、議案第８号に基づき説明】  

 

下限面積とは、農地法第３条の許可要件の面積のことです。経営面

積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に

継続して行われないことが想定されることから許可後の面積が一定規

模以上でないと許可されないとするものです。この面積については、

農地法で北海道は２ヘクタール、都府県は５０アールとされています。

参考に下限面積参考資料をご確認ください。１ページめくっていただ

きまして裏面に農地法（３条抜粋）という資料があると思いますが、

その枠で囲った部分に規定されています。改正前の農地法では、地域

の状況に応じて、県が定めておりまして、豊山町の場合はその面積が

２反（２０アール）だったのですが、新法施行により、農業委員会が

定めることとされました。そのため、平成２１年１１月に農業委員会

でこの面積をどうするかということをご審議いただき、県が定めた２

反を踏襲することとされました。また、国から通知が出され、その中

で、毎年下限面積を検討することとされていますので、提案させてい

ただきました。今年の数値は参考表のとおりでありまして、昨年と大

幅に状況が変わっているということはございません。また、下限面積

を占める世帯は全体のおおよそ４割とされておりますので、本日配布

しました議案第１２号のとおり、現行の２反のままとするのが適切で

あると事務局では考えています。よろしくご審議をお願いします。  

以上で説明を終わります。 

 

安藤会長 

事務局の説明について質疑・意見のある方は発言して下さい。  

 

『委員からの発言なし』 

 

安藤会長 

他に質疑・意見もないようですので採決に移ります。 

議案第１２号 下限面積の決定・公表について、事務局案に賛成の
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方の挙手を求めます。 

 

 『全員賛成』 

 

安藤会長 

全員賛成と認めます。 

 

【報告事項】 

安藤会長 

それでは、報告事項の農地法第３条、５条の届出の受理状況につい

て事務局の説明を求めます。 

 

事務局 

はい、３条、５条の届出の受理状況について、ご説明します。  

まず始めに３条届出です。３条届出は、相続等による農地の権利移

動の届出です。 

 

  【資料２ 農地法第３条届出受理状況朗読】 

 

続いて５条届出です。５条届出は、市街化区域内の権利移動を伴う

転用の届出です。 

 

  【資料３ 農地法第５条届出受理状況朗読】 

 

以上で、３条、５条の届出受理状況の説明を終わります。  

 

安藤会長 

農地法第３条、５条の届出受理状況についての報告等が終わりまし

た。 

ここで質疑・意見のある方は発言を求めます。  
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Ａ委員 

 青山東の転用について、申請地以外も全て埋まっているが一部分の

申請しか出ていない。雨水許可申請の逃れではないのか。  

 

事務局 

 現地を確認しまして疑問に思ったため、申請者に確認したところ、

他の場所は別のものからまた申請が出るとのことでした。雨水申請が

必要かどうかは一体利用の土地であれば必要であります。そのことに

ついては、担当部署に確認し必要であれば担当部署から指導をお願い

します。 

 

安藤会長 

開発担当に確認をお願いします。農地転用については、問題ないと

思われます。 

他によろしいでしょうか。 

 

『委員からの発言なし』 

 

安藤会長 

質問もありませんので報告事項の届出受理状況についての報告を終

了します。 

 

【閉  会】 

安藤会長 

以上で、本日の農業委員会総会の全ての日程を終えましたので、終

了とさせていただきます。 

事務局からその他、何かありますか。  

 

８．その他 

事務局 

（１）次回の会議について、以下のとおり案内。  
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 日時：令和２年３月２７日（金）午前９：３０開始 

 場所：役場２階 会議室１ 

 資料：３月１６日頃郵送予定。 

 

 

（２）個人情報を含む資料については、事務局でシュレッダー処理し

て廃棄する旨案内。 

 

（午前１０時００分終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



件数 面積㎡ 地区 件数 面積㎡

1 339.00 青山

0 0.00 豊場

1 1,823.00 青山

0 0.00 豊場

0 0.00 青山

0 0.00 豊場

0 0.00 青山

0 0.00 豊場

1 976.00 青山

0 0.00 豊場

1 450.00 青山

0 0.00 豊場

1,823.00

３条

許可

３条

許可

１月農地転用件数 農地転用累計

農地法適用条項 農地法適用条項

0.00

４条

許可

４条

許可

1 339.00

届出 届出 1

450.00

５条

許可

５条

許可

0 0.00

届出 届出 0

※　この議事録は概要版です。正式な議事録は、建設課土木･農政係の

  窓口で縦覧することができます。

議事録署名人　（会長及び出席委員２名）

９．農地転用件数

※    累計については令和２年１月～令和２年１２月(再申請分を含む）

1 976.00

届出 届出 1
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